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パートタイム・有期雇用労働法講習会を開催します 

～同一労働同一賃金の新ルール対応～ 
 

働き方改革関連法の改正に伴い、現行の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する

法律」（パートタイム労働法）が、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善

等に関する法律」（パートタイム・有期雇用労働法）と名称も変わり、令和 2年 4月 1日

（中小企業においては令和 3年 4月 1日）から施行されます。（別添） 

 栃木労働局（局長 浅野
あ さ の

浩美
ひ ろ み

）は、事業主・人事労務担当者等を対象に、パートタイ

ム・有期雇用労働法について理解を深め、同一労働同一賃金の円滑な導入に向けた取組

を支援するため、標記講習会を開催いたします。 

また、栃木労働局では、短時間労働者及び有期雇用労働者が、正規雇用労働者との待

遇差等について、安心して相談できるよう、令和元年 6月 3日から、「雇用形態にかかわ

らない公正な待遇の確保のための特別相談窓口」を設置し、相談に対応しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 6月 28日 

【照会先】 

栃木労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官  野城 一宏    

指導主任           大野 昌毅 

（電話）028-633-2795 （F A X）028-637-5998 

 

厚生労働省栃木労働局 

 

Press Release 

「パートタイム・有期雇用労働法講習会」の概要 
１ 主な説明内容 

・パートタイム、有期雇用労働法の概要 

・同一労働同一賃金対応のための取組手順（実務の流れ） 

 

２ 日時・場所 

・令和元年 6月 24日（月）13：00～15：00 日光労働基準監督署 

 

・令和元年 6月 26日（水）13：00～15：00 足利労働基準監督署 

 

・令和元年 7月 4日（木）10：00～12：00／14：00～16：00 宇都宮労政事務所 

  

・令和元年 7月 10日（水）10：00～12：00／14：00～16：00 宇都宮労政事務所 

 

・令和元年 7月 18日（木）13：00～15：00 大田原労働基準監督署 

 

・令和元年 9月 12日（木）10：00～12：00／14：00～16：00 栃木労働基準監督署 

 

・令和元年 9月 18日（水）13：00～15：00 大田原労政事務所 

 

・令和元年 9月 25日（水）13：00～15：00 小山労政事務所 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添） パートタイム・有期雇用労働法が施行されます 

     ～正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！ 

     （リーフレット） 

   

（参考資料） 

参考１ ～同一労働同一賃金の新ルール対応～パートタイム・有期雇用労働法講習会 

参考２ 同一労働・同一賃金相談窓口を開設します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための特別総合窓口」の概要 

 
１ 目的 

 短時間・有期雇用労働者が正規雇用労働者との待遇差について、安心して相談できる 

窓口を設置し、丁寧な相談対応を行うことにより、「パートタイム・有期雇用労働法」

の内容の理解の促進を目的とする。 

 

２ 窓口にて対応する相談内容 

・不合理な待遇の禁止 

・通常の労働者と同視すべき短時間、有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止 

・事業主が講ずる措置の内容等の説明 

  

３ 設置期間  

 令和元年 6月 3日（月）～12月 27日（金）   

 

４ 設置時間 

 8時 30分から 17時 15分まで 土日・祝日を除く 

 

５ 設置場所 

 栃木労働局雇用環境・均等室（宇都宮市明保野町 1-4宇都宮第 2地方合同庁舎 3階） 

  

６ 連絡先 

（電話）028-633-2795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような

雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法が 2020 年 4 月 1 日

（中小企業は 2021 年 4 月 1 日）から施行されます。 

栃木労働局では、事業主の皆さまに、パートタイム・有期雇用労働法について理解を深めていただき、同一労働同一賃金の

円滑な導入に向けた取組を支援するための講習会を開催いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊〇印の会場では、説明終了後に栃木働き方改革推進支援センターによる個別相談を実施します。 

＊申込み方法は裏面をご覧ください。 

＊各会場とも定員になり次第、申込みを締め切ります。  

6 月 24 日（月） 13：00～15：00 
日光労働基準監督署 会議室 

日光市今市 305－1 
20 名  

6 月 26 日（水） 13：00～15：00 
足利労働基準監督署 会議室 

足利市大正町 864 
15 名  

7 月 4 日（木） 
10：00～12：00  

14：00～16：00 

宇都宮労政事務所 5 階会議室 

宇都宮市竹林町 1030－2  河内庁舎 
100 名 〇 

7 月 10 日（水） 
10：00～12：00  

14：00～16：00 

宇都宮労政事務所 5 階会議室 

宇都宮市竹林町 1030－2  河内庁舎 
100 名 〇 

7 月 18 日（木） 13：00～15：00 
大田原労働基準監督署 会議室 

大田原市本町 2－2828－19 
20 名  

9 月 12 日（木） 
10：00～12：00 

14：00～16：00 

栃木労働基準監督署 会議室 

栃木市沼和田町 20－24 
30 名  

9 月 18 日（水） 13：00～15：00 
大田原労政事務所  第 1 会議室 

大田原市中央 1－9－9 那須庁舎 
30 名 〇 

9 月 25 日（水） 13：00～15：00 
小山労政事務所 4 階会議室 

小山市犬塚 3－1－1  小山庁舎 
30 名 〇 

 



 

 

 

①FAX  028-637-5998 

②郵送  〒320-0845 宇 都 宮 市 明 保 野 町１－４ 栃 木 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 室 宛  

 

FAX：028-637-5998 ※送信票不要 
 

参加を希望される会場に○印を記入してください。 

6/24(月) 

13:00～ 

6/26(水) 

13:00～ 

7/4(木) 

10:00～ 

7/4(木) 

14:00～ 

7/10(水) 

10:00～ 

7/10(水) 

14:00～ 

7/18(木) 

13:00～ 

9/12(木) 

10:00～ 

9/12(木) 

14:00～ 

9/18(水) 

13:00～ 

9/25(水) 

13:00～ 

           

日光署 足利署 宇都宮労政事務所 大田原署 栃木署 
大田原 

労政事務所 

小山 

労政事務所 

  

（ フ リ ガ ナ ）  

企 業 名  

所 在 地 
〒 

             （電話） 

部 署 ・ 役 職 

① 

 

② 

 

お 名 前   

※ お申込みは１企業・法人で２名様までとさせていただきます。 

※ 定員になり次第、申込みを締め切ります。定員超過により、参加いただけない場合のみご連絡いたします。 

※ 当日は、お送りいただいた本申込書を必ずご持参ください。事前申込みがない場合、当日ご来場いただいても対応できない 

場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※ ご記入いただいた情報につきましては、厳密に管理し、出席の確認以外には使用いたしません。 

 
 

パート・有期労働ポータルサイト https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ 

パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組手順書、業種別マニュアル、動画解説などの様々な情報

を提供しています。  

栃木労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/#hatarakikata 

講習会の会場定員に達した場合のお知らせなど、申込み状況について掲載いたします。また、働き方改革関連

法の特集、イベント情報なども掲載しています。  

 

 
「参加申込書」にご記入の上、①②いずれかの
方法で「栃木労働局雇用環境・均等室」宛お送
りください。 

 

令和元年５月作成 



栃木労働局では、雇用環境・均等室に

同一労働・同一賃金相談窓口を開設します！
開設期間：令和元年６月３日（月）～令和元年12月2７日（金）

基本給や、各種手当に
ついて、正社員と非正規
では差があるのだが、
どの程度までが不合理で
あると判断されるの

だろうか？

パートや契約社員として働く上で、こんなことでお困りではありませんか？

なぜ通勤手当が支給され
ないのかを聞いたら
「パートだから出ない」
と言われた。

＊企業の方からの相談も
受け付けています

正社員と同じ仕事をしている
のに「あなたは、非正規雇用
だから。」と言われ、給与に差
があるし、キャリアアップの教育

の機会も与えられない。

このほか・・・
◆ 待遇差について相談したら、事業主から「決まりだから」と言われた。

◆ 非正規の社員にも賞与は支給しなければならないのでしょうか？

・・・などのご相談にも対応します。

たとえば・・・

働く人

企業の担当者働く人

フルタイムで1年契約で更新してい
るが、法律の対象になるの？

正社員と非正規社員の間で

①職務内容（業務の内容＋責任の程度）

②職務内容・配置の変更の範囲

③その他の事情の内容 を考慮して、待遇

に差がある場合は、その待遇差は不合理な

ものであってはけないとされています。

正社員と非正規社員の間で

①職務内容（業務の内容＋責任の程度）

②職務内容・配置の変更の範囲

が同じ場合は、すべての待遇において、

差別的取り扱いをしてはいけないとされ

ています。

均等待遇（差別的取扱の禁止）とは 均衡待遇（不合理な待遇差の禁止）とは

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員の間の不合理な待

遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けることを目的

として「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます。基本給や賞与等あらゆる待遇につ

いて、どのような待遇差が不合理として禁止されるのか、ガイドライン（指針）において

例示され、待遇に関する説明を求められた場合にはその理由を説明しなければなりません。

正規社員と非正規社員（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）

間の「不合理な待遇差の禁止」とは？



栃木労働局があなたのお力になります！相談して
ください！

匿名でも大丈夫 プライバシーは厳守します。

まずは相談してください！！ 相談は無料です！

栃木労働局 同一労働・同一賃金対応特別相談窓口

Ｑ．どのような相談ができますか？

Ａ．非正規雇用者ご自身の正社員と待遇に差がある、有期契約雇用なのだがその待遇に疑問
があるなど、どのような内容でも構いません。

Ｑ．会社に相談したら嫌がらせを受けました。労働局では手助けをしてくれるのですか？

Ａ．相談者のご希望や状況を踏まえ、会社に事実確認を行い、その状況に応じて会社に働き
かけを行います。相談者の了解なしに、会社に相談者の情報を提供することはありません。
会社との間に紛争が生じている場合は、労働局長による援助や調停会議による調停などを
行っています。

Ｑ．パートタイマーしか相談できませんか？

Ａ．パートタイマーのみでなく、フルタイムで働く有期雇用労働者も法の対象になります。
また、労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

support＠tochigi-hatarakikata.com

URL： http://www.tochigi-hatarakikata.com

受付時間 ８時30分～17時15分（土日・祝日・年末年始を除く）

電話番号 028-633-2795

住 所 宇都宮市明保野町1番4号
宇都宮第2地方合同庁舎

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。
できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

栃木働き方改革推進支援センターのご案内

パートタイム・有期雇用労働法への具体的な対応、同一労働同一賃金に
向けた取組についてのご相談は

「栃木働き方改革推進支援センター」がお受けいたします。

電話番号 0800-800-8100
住 所 〒320-0075 

宇都宮市宝木本町1140-200(TMC内1F)
開所時間 午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

栃木働き方改革推進支援センターは厚生労働省栃木労働局からの委託事業により運営されています。


